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現代 ドイツ州間財政調整の意義 と限界

霜 田 博 史

は じ め に

1990年 の ドイッ統一以前,日 本においては.旧 西 ドイッ時代の連邦 ・州問財

政関係は,分 権的な政治体制にそった合理的なシステムとして肯定的に理解さ

れてきた。特に連邦を介さずに行われる狭義の意味での州間財政調整,す なわ

ち水平的財政調整の存在が,財 源配分の恣意性を防ぎ地方政府の予算の自立性

を守っているという,ド イツに特徴的なシステムとして紹介されてきている11。

しかし統一以後,ド イッ財政調整制度の性格には変化が生 じてきている。 ド

イッ統一が西 ドイツ連邦法第23条 による東 ドイッの西 ドイツヘの編入形式を

とったことにより,旧 西 ドイツ時代の財政調整制度が旧東 ドイッに拡大 して適

用されることになった。ところが,統 一にともなう 「東西格差」の出現は,従

来行われてきた狭義の意味での州間財政調整の限界を露呈させることになった。

連邦による州への財源移転の増大は,歴 史的に見れば旧東 ドイッヘの負担を

誰が担 うのかという問題として提起されることになった。 しか し,財 政学的に

見ても,ド イッにおける垂直的財政調整の定着傾向は.近 年大 きな論点になっ

1)た とえば.伊 東 弘文 「財政 ・租税 制度」1大 西健夫 編 『ドイ ッの政治』 早稲 田大学 出版 部,
1992年)・ 室田哲 男 「ドイツにお ける連邦 ・州 聞の財政秩序,財 政調整 をめ ぐる最近 の議論につ

い て」 『地 方財政』1999年7月 な ど.ド イッにおいては全税収の うち8割 が連邦 ・州 ・自治体間

の共同税方式によ って規走されてお り.各 主体 の財源 を保障す るための財政調整制度が法定化さ

れている。 ドイツの政府間財政 関係 とは,い ったん各主体間での配分が法律で定め られれば税源

配分に関する裁量が非常に少な くな り,連 邦 ・州 問の 自律性が保障されてい る。あ るいはその配

分過程は成熟 した 「協調的連邦 主義」 と して,意 思決走 にお ける各主体間の有機[生について大い

に学ぶ点がある。そ うしたか たちで.ド イッの政府間財政は制度面において 口本の論 者に よって

肯定的に評価 されるのが一般 的である.
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ている中央政府の再配分機能について重要な課題を含んでいると思われる。

本稿では,歴 史的に水平的財政調整が機能してきた条件を地域経済構造に求

めることで,ド イツ統一以降の水平的財政調整の限界を明らかにしたい。水平

的財政調整が機能 してきたのは,あ る程度の州間の経済力の均質性を前提とし

ていたためであ り,ド イッの地方分散的な経済構造を支持 した地域政策の存在

が大きかった。 ドイツ統一以後のr東 西格差」の出現は,そ の前提を崩すこと

で既存の財政調整 システムの改革を迫ることになったのである。

1連 邦 ・州間財政調整関係の概要

1権 限配分と連邦 ・州問関係

連邦 ・州間財政調整を理解する際には,ド イツの連邦国家体制およびその権

限配分の問題 もふまえて考えなければならない篭》,、,まず連邦国家体制の行政 ・

立法の権限分配の概要について整理 した上で,連 邦 ・州間財政調整の仕組みを

明らカ・にするひ

ドイッは,連 邦主義の国家体制をとっており,基 本的に連邦.州,自 治体の

三段階の統治システムによって成 り立っている。憲法にあたる基本法は広範な

立法権を連邦へ,連 邦法律の執行と司法の権限を州へ与えている。自治体は基

本的に州の立法によって規制されてお り,連 邦は原則 として自治体との直接的

な法的関係はない。 ドイツでの権限 ・財源の配分はもっぱら連邦 と州の間で行

われる。

連邦 ・州間の政府機能の権限配分という点から見ると.ド イッの連邦制度は

具体的には以下のように理解される3〕。まず,立 法権の観点か ら見ると,州 が

独白に立法による規制がで きるのは教育.州 内の自治体.警 察に関するものな

どであり,そ の他について連邦に幅広い立法権限の優越性が与えられている。

2)室 田,前 掲論 文,98ペ ージ。

3)石 田光義 「基本法 と連邦諸機 関」(大 西健夫編 『ドイッの政治』 早稲田大学出版部,1992年)
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租 税,財 政 制 度 に関 す る立 法 に 関 して も,連 邦 の 立 法 権 限 の優 越 性 が認 め られ

てい る。

これ を行 政 実施 主 体 の 点 か ら見 る と,連 邦 法 に よ って お こな われ る行 政事 務

の う ち,直 接 的 に連 邦 の官 庁 に よ っ て遂 行 され る もの は 限 られ て い る。 外 交 事

務,連 邦 財務 行政,連 邦 鉄 道,連 邦 郵 便,連 邦 水 路 行 政 お よ び船 舶 航 行 行 政,

連 邦 国 防行 政,航 空 行 政,そ して州 の 申請 に基づ く連 邦 自動 車 道 路 お よ び遠 距

離 交 通 用 の連 邦 道 路 に 関す る行 政 な どが 連 邦 によ っ て遂 行 され る。 そ の他 は州

政府 へ の委 託 行 政 に な っ て い る。 この よ うに 原 則 と して連 邦 政 府 に立 法 権 の優

位 が 存在 す る一 方 で,行 政 事 務 は州 が 広 範 に 担 って い る 。

基 本 的 に は連 邦 官 庁 と州 官 庁 の 実 施 す る行 政 は基 本法 上 で 区 別 され て お り,

共 同 の 活動 を行 な うこ とは ない 。 しか し社 会情 勢 の変 化 につ れ て,分 野 に よ っ

て は連 邦 と州 との協 力 が 求 め られ る よ うに な って き た ため ,1969年 の 第21次 基

本 法 改 正 法 に よ って 共 同 の事 務(Gemeillschaftsaufgal)el)が 規 定 され た4)。そ

の分 野 と して は大 学 の 拡 張 ・新 設,地 域 的経 済 構 造 の 改 善,農 業 構 造 お よ び沿

岸 保 護 な どが あ る。 共 同 事 務 は,連 邦 参議 院 の 同意 を得 た 連 邦 法 律 に よ って 定

め られ る。 そ して あ る計 画 を 取 り入 れ る に あ た って は,そ れ が 実 施 され る州 の

同意 が な けれ ば な らな い 。 そ して,連 邦 に は原 則 と して 支 山 の半 分 の 負担 が 求

め られ る。

次 に連 邦 と州 そ れ ぞ れ の任 務や 財 源 を決 定 す る議 会 運 営 で あ るが,連 邦 議 会

と連 邦 参議 院 の 二 院 制 が と られ て い る。 連 邦 議 会 は 総選 挙 で 選 出 され た議 員で

構 成 され,議 員 が 会 派 を 形成 す る こ とで 政 党 政 治 が 行 わ れ るが,連 邦 参 議 院 は

州 代 表 に よ り構 成 さ れ るた め,連 邦 参 議 院 の同 意 が 必 要 とさ れ る法案 ・予 算 成

立 の た め に は 連邦 政 府 と州 政 府 との合 意 形 成 が 不 可 欠 で あ る 。 この よ うに,連

4)1969年 には,第2次 世界大戦後.1955年 に次ぐ大規模な財政改革が行われた,現 在の財政制度

の原型は1969年の改革の際にできたものである。それぞれの改革の内容については.W・ レン
チ・・,伊東弘文訳 『ドイッ財政調整発展製 九州大学出版会1999年,お よび,佐 藤進 『現代西 ド
イッ財政論』有斐閣,1983年,を 参照。また共同事務は,財 政援助(Rnanzhilfe)な どと同様に

広義の意味では財政調整の 一環 として捉えることもで きるが,本 稿では紙幅の関係上ふれること

ができないためその分析については今後の課題としたい。
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邦には立法権の優越性が認められているが,州 が連邦の政策決定過程に参加で

きる保障をすることで,こ れが連邦制としての ドイツの政治機構を特徴づける

もの とな っ て い る5)、、

基本的には以上のようなプロセスを通 じて連邦と州それぞれに任務が制定さ

れる。その任務遂行のための財源についても,連 邦と州それぞれにおいて予算

の自律性が基本法上で保障されている。 しか し,「社会国家」理念 に基づ く

「生活関係の統一性」の要請か ら轟》諸州は公共サー ビスの一定の水準を確保 し

なければならないにもかかわらず,租 税を中心とした各州の財源は必ず しもそ

れに十分なだけを確保できるとは限らない,,そ こで,そ の任務遂行に応 じた財

政需要を満たす財政力を各州に保証するものとして財政調整制度が存在 してい

る 。

2連 邦 ・州間財政調整の概要

続いて,連 邦 ・州間財政調整制度 とその特徴について概観するフ}。財政調整

は基本法第IO7条 に基づき,連 邦と州の間で行われる際には大 きく分けて4段

階の調整が行なわれる。(1)地 域収入に基づ く給与所得税 ・法人税の分割,(2)

売上税の配分,(3)水 平的財政調整,(4)連 邦補充交付金の配分である。このう

ち.(1)と(2)の一部および(4)は連邦 ・州間,す なわち垂直的な調整であ り,(1)と

5)ド イッの連邦制の持つ特徴 につい ての整理 は,村 上弘 「『道州制』 は連邦 制の夢 を見 うるか?

一 ドイ ッ連邦制 を支 える細部設計 について一」 『立命館法学』2000年 第6号 ,が 詳 しい。

6)1一 社 会国家」理 念 について は,伊 東弘文 「『社 会国家』 と 『生活関係 の統 一倒 」(利 田八束他

編 「分権 時代の福祉財政」敬文堂,1999年),を 参照、連 邦政府は立法 を通 じて法 の統 一性また

は縫 済の統 一性,特 に一州の領域 を越える生活関係の統 一性 を維持 しなければな らない と ドイッ

の憲法にあたる基本法 において規定 されている.

7)以 下,制 度の概説 につ いて1ま,主 に13undesministeriu111derFinanzen,β μη♂勲'～4群♪物4～'26ひ

2〆酌κ～29朋躍ヅ4βrGr'〃 ・曲 解4召r解 伽48/2Fノ'剛2剛 力謂置〃馨書・'痂'〃zg4.aunage.Okt・})er2(X)2,

およ び 「ドイッ地 方財政 制度 の概要」『CRAIRREPORT1自 治体 国際化協会,NUMBER173、

に依拠 している。 ドイッの財政調整制度は.基 本原則を規定 している基本法 と,そ の実施法であ

る連邦 ・州間財政 調整 法に基づい て行われ,連 邦が立 法権を持 ってい る、連邦 ・州 間財政調整法

は.基 本法では具体的な規定が されていない こと,す なわち(11売 上税 の連邦 ・州 間配分割合,

12)水 平的な売 上税の配分方法,131水 平 的財政調 整,(4)連 邦補充交付 金.の 詳細 につい て規定

してお り.2年 に一度改 正機 会が与 えられてい る。
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第1表 連邦 ・州 間財政調整の概 要
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地域収入に基づ 基本法第106条 第3項 に基づ き連邦 と州で折半 され

1
く給 与所 得税 ・

法人税の分割

る。さ らに州分 に関 して は,基 本法 第107条 第1項

に基づ き,そ の州 の領域 にお ける財政官庁によ って

受領される限度で,個 々の州 に帰属する,、

売上税の配分 連邦 ・州間分割比率 については連邦参議院の同意が 連邦平均
必要 な連邦 法 によ って規 定 され る(ig98年 は連邦 92%ま で

36.9%,州46.6%で,ま たEUへ 納 付 す る部 分 が 調 整 、

14.3%あ る〉。 州 分 に 関 して は,連 邦 ・州 問 財 政 調

H 整法第2条 によって,75%が 人口比例に基づ く配分

が指示 され てい る。残 りの25%は 財 政力 の弱体 州

(連邦 平均92%以 下〉 に優先 的に配分す る。1998年

か らは 市町 村 も売一ヒ税分 酉己に加 わ るこ とになった

(売 卜税 収全体の2,1%分)。

水平的財政調整 州の財政力を調整額測定値および財政力測定値とい 連邦平均

皿 う2つ の指標で算定 し,調 整給付義務州か ら調整交 95%以 上

付請求州へ調整交付 金を移転す る。(注1) まで調整.

連邦補充交付金 連邦租税力の一部 を州 に移転。1971年 財政調整法第 連邦平均

Iv
の配分 i次改正 において導 入.調 整額 測定 他 を下 回る金 額

につ い てそ の差額 の90%ま での 財源 を保 障 す る。

99.5%ま

で 調 整 。

(注2)

注1):調 整給付義務ナトとは,財 政力測定値〉調整額測定値,の 州をさし,調 整交付請求州とは,

財政力測定値 く調整額測定値.の 州をさす。財政ノ」測定値と調整額測定値に関しては,本 稿

の脚注8)を 参照、

2):こ れは不足額連邦補充交付金に関するものであ り,特別需要連邦補充交付金は含まれてい

ない、,

(2)の… 部 と(3)は州 間 の財 政 調 整,す なわ ち水 平 的 財 政調 整 で あ る。 特 に(3)が存

在 して い る こ とが,他 国 と比 較 した 場 合 ドイ ッの 財 政調 整制 度 を特 徴 づ け る も

ので あ る とい わ れ て い る。水 平 的財 政 調 整 に基 づ い た 州 間協 力 を 行 な う こ とで

国 家 体 制 が運 営 さ れ る こ とが 「協 調 的連 邦 主 義 」 と呼 ば れ る ゆ え ん で あ る,,

財 政 調 整 の 各段 階 に お サ る調 整 は第1表 の よ うに な って い る,、こ う して 、連

邦 各 州 の収 入 は最 終 的 に 一 人 当 た り連 邦 平 均 で99.5%ま で調 整 さ れ る こ とに な

る81。

8)第3段 階の水平 的財政調整 とは基本的 に調整給付義務州から調 整交付 請求州へ の財政移転 であ

るが,そ のさいの基準 となる測定値 は次の ように算出 される.財 政力測定 値とは,州 の税収 にノ
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なお,垂 直的財政調整 としての連邦補充交付金は2つ の方法がある。一一つ は

表1に あるような不足額連邦補充交付金である。これは,水 平的財政調整後に

おいても調整額測定値の100%を 下回る金額について,そ の差額の90%ま での

財源を保障し,各 州の収入を補充する一般交付金である。もう一つの連邦補充

交付金は,特 別需要連邦補充交付金とよばれるものである、、これは,使 用目的

が特定された財源補充のための連邦支出であり,ド イツ統一により大幅に拡充

されることになった、,2004年までの期限付 きで,ブ レーメン ・ザールラント両

州への財政困難州への借入金返済補助,ド イツ統合に伴 う特別の負担を軽減す

るための財政力の弱い市町村への財政援助,財 政力の弱い州への財源保障のた

めの特別連邦補充交付金が交付されている、、

第2表 と第3表 は,水 平的財政調整と,連 邦補充交付金による調整額の推移

を示したものである。旧東 ドイッ州が財政調整制度に加入した1995年 以降,州

間調整額,連 邦交付額 ともに大幅な増大を示 していることが見て取れる。旧東

ドイツ州が基本的に調整交付請求州に収まっており,旧 西 ドイツ州に関してみ

ると,バ ーデン ・ヴュルテンベルク,バ イエルン,ノ ル トライン ・ヴェスト

ファーレン,ヘ ッセンの各州が多額の拠出をする調整給付義務州になっており,

都市州を除けば,他 はすべて調整交付請求州になっている。

特に注〕すべきなのは,調 整交付請求州が受け取る連邦交付金が,州 問調整

額を上回るという事態が旧東 ドイッ州においても旧西 ドイッ州においても生 じ

ていることである。統一前の調整額の展開を見ればわかるように,連 邦制的国

家原理からいえば水平的財政調整を補完するものでしかない連邦補充交付金が

＼市町村税収の半分を加算 し.さ らに港湾維持のための特別負担を引いた総計 として算出 され る,、

他方,調 整額測定値 の計算 は,各 州の住民数に,連 邦 平均 一入当た り税収 を乗 じることによ ・,て

行なわれ る。住民数 は,周 辺地域 を含 まない都市州 に対 しては財政需要 を考慮 し135%の 補正係

数がかけ られる。 こうして算 出された.実 際の租税調達 力である財政力測定値 と,調 達 され るべ

きである租税調達 力 としての調整翻測定値 とい う二つ の調整 力の差 を調整す るのが水平的財政調

整である・なお,州 間の水平 的財政調整に市町村税収 の半分が算 入され る理由 は,「基本法 第m5

条第9項 において市 町村 の収 入お よび支出が州の収 人および支 出とみ なされてい るか らであ り,

算人額 が税収 全体 の半額 となってい るのは,こ の財政調整 制度が財政 力の強い州 と財政力の弱い

州 との妥協 から生 まれ た制度だか らである、」(自 治体 国際化協会,前 掲論文,34ペ ー ジ.)
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第2表 州間財政調整額の推移

(351)25

(100万 マ ル ク)

(調整年〉

バーデ ン・

ヴ ュ ルテ

ンベ ル ク

バイエルン ヘ ッセ ン

ノル トラ

イン ・ヴェ

ストファー

レ ン

二一 ダー

ザ クセン

ラ イ ン ラ

ン ト ・プ

フ ア ル ツ

ザール ラ

ン ト

シ ュ レー

ス ヴ ィ ッ

ヒ ・ホ ル

シュタイン

1985 一1
.444 28 一725 91 827 374 359 564

1990 一2
,472

一36 一1
,446

一63 1,927 490 366 602

1994 一410 一669 一1 ,827 156 958 657 434 72

1995 一2
,803

一2
,532

一2 .153 一3
,449 452 229 180 一141

1996 一2
,521

一2
,862

一3 ,240 一3
,125 553 231 234 16

1997 一2
,410

一3
,102

一3 、148 一3
,059 672 296 204 一5

1998 一3
、473

一2
,901

一3
,435

一3
,095 787 431 228 0

1999 一3
,426

一3
,188

一4 ,744 一2
,578 1,037 379 294 174

2000 一3
,873

一3
,749

一5
.354

一2
,201 1,113 780 329 358

メクレン

ブランデン ブルク ・ ザクセン・嗣 整年)ザ クセ
ンプルク

フ ォアボ アンハルト

ンメル ン

テ ユー リ ベ ル リ ン ブレーメン

ンゲ ン
ハンブルケ

1985

1990

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

864

1,035

986

1,041

1,147

1,263

771

856

843

876

921

983

1,773

1.965

1、918

1,990

2,149

2,328

1,123

1,241

1,175

1,205

1,300

1,407

1,019

1,127

1,123

1,160

1.218

1.320

4、222

4,336

4,432

4,888

5,316

5,521

333

640

568

562

635

350

912

665

872

一407

-8

61

-117

-482

-273

-613

-665

-1
,099

注:2000年 は暫定値 。一)が 拠 出.無 表示 は受取額.

出所lS餓"stischesBmldesamt,5ン(`1露'蹴 盟6」`～h泥加'`h2000、S,482-483お よび2〔X》1,S,叡》4-5{}5からf乍

成。

そ の 傾 向 を 大 き く変 え,財 政 調 整 制 度 が 垂 直 的 な 調 整 制 度 と して の 性 格 を 持 つ

に 至 っ て い る 。 小 規 模 州 へ の 行 政 実 施 援 助 以 外 は2004年 ま で の 制 限 が 課 せ ら れ

て い る た め そ の 後 の 展 開 は 新 しい 連 邦 ・州 間 財 政 調 整 法 の 実 施 を 待 つ ほ か な い

が 田,そ れ で も ド イ ッ 統 一 に よ る 連 邦 行 政 の 旧 東 ドイ ッ 地 域 ま で の 拡 大 が,連

9)2005年 か らの新 しい財政調整法の概 要については,後 述脚m6)を 参照、、
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第3表 連邦補充交付金交付額の推移
GoO万 マ ル ク)

ノル トラバ
ーデン ・

イン ・ヴェ ニ ー ダー(調整年)ヴ
ニ臥ル テ バ イエ1レン ヘ ッセ ン

ス トフ ァー ザ クセ ンンベ ル ク

レ ン

ラ イ ン ラ

ン ト ・プ

フ ァル ツ

シ ュ レー

ザ ー ル ラ ス ヴ ィ ッ

ン ト ヒ ・ホ ル

シュタイン

1985

1990

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

340

3

560

1、299

1,762

1、185

1.286

1.414

1.536

1.860

1,890

322

562

り21

1.013

972

1,024

1,182

1,958

1,287

159

365

1、952

2、032

2,026

2.Oi7

2。018

1,619

1,467

253

513

516

391

392

346

323

561

791

メ ク レ ン

儲整年)
ブランデン

ブル ク

ブ ル ク ・

フ オ アポ
ザ クセ ン

ザクセン ・

アンハルト

テ ユー リ

ンゲ ン
ベル リン ブレーメン ハンプルク

ン メ ル ン

1985 一 一 一 一 一 一 一 一

1990 一 一 一 一 一 一 256 一

1994 一 一 』』 一 一 一 2,095 F一一

1995 2,613 1,978 4,497 2,876 2,631 3,730 2,127 『

1996 2,620 1,980 4,504 2,878 2,634 3,739 2,ll8 一

1997 2,619 1,976 4,493 2,871 2,628 3,727 2,120 一

1998 2,647 1,991 4,531 2,892 2,649 3,763 2,125 一

1999 2,674 2,007 4,568 2,921 2,670 3,800 2,113 一

200(〕 2,690 2,Ol5 4,590 2.92・4 2,682 3,824 1,930 』

注:2000年 は暫定値。交付額には特 別連邦補充交付金 も含 まれてい る.

出所:Sta"stisdlesBundesF猶 賦 嘉～'醜醜加 」`～ゐ'顧4ぐ1}2000,S482-483お よび2001,S5【"一505か ら作

成.

邦 の 負 担 を 増 大 さ せ る こ とで 行 わ れ た こ と が 見 て 取 れ る。

3統 一以前の水平的財政調整の歴史的展開

ドイツ統一を契機に垂直的財政調整の果たす役割が水平的財政調整を上回る

ようになった、,このことは財政調整制度の歴史的展開の中ではどのように位置
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づ け る こ とが で き るの だ ろ うか 。 まず 統 一 以 前 の財 政 調 整 制 度 の 沿 革 に つ い て

概 観 す る、、

第2次 世界 大 戦 以 降,旧 西 ドイ ツ時 代 の基 本 法 にお け る財 政 規 定 の 変 化 の ト

レ ン ドは次 の4点 か ら把 握 す る こ とが で き る10}。(1)事 務 の 集 権 化,(2)事 務,

支 出 お よ び収 入 に係 わ る権 限 の混 合,(3)水 平 的財 政 調 整 の度 合 の強 化,(4)裁

量 的(使 途 を定 め な い)交 付 金 と特 定 目的交 付 金 との 比 率 にお け る前 者 の 割 合

の増 大,で あ る。

これ らの点 か ら見 えて くる こ とは.ド イッ統 一 前 に お ける 旧西 ドイッ時代 の政

府 問財 政関係 の沿 革 は,全 体 と して 連邦 の介 入 に よ り州 財 政力 の平準 化 が ます ま

す 強 ま り,そ れ ぞれ の財 政 利害 に基 づ く財 源配 分抗 争 の激 化 とい う帰 結 を もた ら

してい た とい うこ とで あ る。 いわ ゆ る過 剰平 準 化問題 といわ れ る もので あ る。

ドイ ッ統 一 以 前 にお い て.財 政 調 整 制 度 に お け る連 邦 の 役 割 の 増 大 は,財 政

力 の 強 力州,財 政 力 の 弱 体 州 とい う形 で 三 つ の 利害 の異 な る主 体 間 で の 財 源 配

分 抗 争 を もた らす よ うに な った 。 財 政 調 整 の 水準 を め ぐる 三 者 間で の駆 け引 き

は,「 生 活 関 係 の 統 一性 」 の程 度 を 問 う問題 に帰 着 す る こ と に な る。

1980年 代 に 入 る と.財 政 調 整 にか か わ る連邦 と諸 州 の駆 け引 きは.連 邦 と州

間 に よ る交 渉で 行 わ れ るだ けで は な く,州 に よ って連 邦 憲 法 裁 判 所 へ の規 範 統

制 訴訟 が行 わ れ る とい うこ と も見 られ る よ う にな った。 この時 実 際 に問 題 に さ

れ た こ とは基 本 法 の抜 本 改 正 で は な く,財 政 力 測定 値,調 整 測 定 値 を め ぐる財

政 調 整 法 の個 別規 定 で あ っ た。 す なわ ち訴 訟 を起 こ した 諸州 が 自己 の財 政 利 害

を貫徹 させ る 行動 が 規 範 統 制 訴 訟 とい う形 で 現 れ て い た ので あ るID。

こ う して,ド イ ツ統 一以 前 は,財 政 調 整 にお い て連 邦 の 関与 が 強 ま ったが,

10)BundesministeriumderFinanzen.C敵``ん'8'は ど4〃`茄"4θ:万〃`膿㈱ 幽`hど 刀`1erB瑚伽 ψめ

'1 正々)ぞ曜5`漁!`～"4SchriftellrehiedesBundesmillisteriumderFinallzen,Heft47,1992,S.5.(伊東

弘文訳 「ドイッにおける新たな州間財政調整制度とその背景をめ ぐって(H)一1『自治研究』1994

年12月号,165ペ ージ.)
口)連 邦憲法裁判所による財政調整に関する判決は1986年、1992年,新 しいところでは1999年に行

われている・連邦憲法裁判所による財政調整に関する判決については・中村良広 「ドイッに才」け

る州問財政調整再編への始動 連邦憲法裁判所判決(1999.11.ll.)と その意義一 」『自治

総研」2000年10月号,参 照。
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それは財政調整に関するルール策定における関与であ り.資 金の個別使途に関

する裁量の発揮ではなかった1と〕。すなわち,水 平的調整を中心とした協調的連

邦主義は形としては維持されてきたのであった。

統一前までの ドイッ財政調整制度は.連 邦 と州の間での権限配分に対応 した

水平的調整による州問での調整を主要なものとし,そ れを補完するものとして

連邦補充交付金による垂直的調整を位置づけるものであった。第2表,第3表

に見られるように調整額でみても,1990年 の統一前まで水平的調整は財政調整

制度の主要なモメントとして成 り立ちうる状況であった,,財 政調整にかんする

立法は連邦の競合的立法の分野に属するが,連 邦参議院の同意が必要とされる

こともあり,連 邦の介入を嫌う州側の意向が反映され水平的調整が機能してき

たのである、、

Il統 一による連邦 ・州間財政調整へのインバク ト

1移 行措置としての 「ドイツ統一」基金

ドイッ統一後,旧 束 ドイッは旧西 ドイッの制度に5年 間の暫定措置を設けた

のちに組込まれることとなった。 しか しドイッ統一は,財 政力の弱体州を増大

させることで従来の西 ドイッ財政調整制度のあ り方,あ るいは 「生活関係の統

一性」という理念に対 して大 きな問題を投げかけることにな
った。

1990年8月31日 調印の統一条約第7条 に基づ き,旧 西 ドイッの連邦主義原理

に基づいた財政 ・租税制度が統一 ドイッに拡大されることになった。 しか し,

同条第2項 と第3項 により移行措置が定められた。連邦 ・州問財政調整に関し

ていうと,1994年12月31日 まで旧東 ドイッ州は売上税の連邦 ・州間配分比率の

決定交渉に参加できないなど売上税に関する基本法の条項の適用を除外される

こと,ま た,水 平的財政調整から除外され,か つ売上税収の州分における水平

的税収配分に関しても特別の配分規定の適用を受けるということになった131。

12)BundesministeriumderFinanzen、a,a.0,

13)売 上税 収 分 の 特 別 の 配 分 規 定 とは,売 上税 州 分 の 総 額 を まず 人口 比 例 で 束 西 ベ ル リ ンが 合併/
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第4表 「ドイ ッ統一」基金の親模

1355)29

(10億 マ ル ク)

ig90年 1991年 1992年 !993年 1994年

金額

当初の予定額 22.00 35.00 28.00 20.00 10.00

第1次 積み増 し後 一 一 33.90 31.50 23.90

第2次 積み増 し後 一 一 一 35.20 34.60

財源負担

信用調達 20.00 31.00 24.00 15.00 5.00

連邦分担金 2.00 4.00 9.90 14.23 19.45

旧西 トイッ州分担金 一 一 一 5.97 lO.13

出所:SVR、 諏h'マ59～ぜ☆τ`ん孟8'r,1993/94,S.152.

さ ら に同 条 第5項 に よ り,1994年3月31日 まで 水 平 的 財政 調 整 に代 わ る もの

と して,「 ドイ ッ統 一 」 基 金 に よ る 交付 金 の 配分 方 法 が 定 め られ た 。 「ドイ ッ統

一 」 基 金 は,1990年5月18日 に 「経 済 ・社 会 ・通 貨 同 盟 の 創 設 に関 す る条 約 」

第28条 に よ り設 置 が 合 意 さ れ た もの で あ る。 旧東 ドイ ッ公 共 部 門 の 財 政 赤 字 を

年 間50〔)億マ ル ク と見積 も り,そ れ を東 ドイ ッ政 府,西 ドイ ッ連 邦,西 ドイ ッ

州 の 三者 で 三 等 分 して負 担 す る た め に設 置 され た 基 金 で あ る。 「ドイ ッ統 一 」

幕 金 は1990年 か ら1994年 の5年 間 で トー タル1150億 マ ル クの 拠 出 を行 な う こ と

に な り,そ の 財 源 に 関 して は,200億 マ ル クを統 一 で 不 要 と な る経 費 か ら充 当

し.残 り950億 マ ル クを 公 債 の 発 行で 賄 っ て,元 利償 還 を連 邦 と州 で 折 半す る

こ とに な っ た(第4表 参 照 〉。

こ う して拠 出 され た 「ドイ ッ統 一 」 基 金 は,そ の85%が 旧東 ドイ ッ州 とベ ル

リ ン州 を交 付 対 象 と し,交 付 基 準 は 旧西 ベ ル リ ンの 人 口 を控 除 した 後 の 人 口比

例 に よ る こ と と した。 残 りの/5%に つ い て は,連 邦 が保 有 し旧東 ドイ ツ州 の イ

ン フ ラ建 設財 源 に 当 て る こ とに な っ た。 しか しそ の 後 旧束 ドイ ッ経 済 の崩 壊 に

＼したヘルリン州に配分 し,残 りを15州で人r1比例で配分するが,そ σ)際旧東 ドイツ州には住人一

人当たり額で見た配分額が旧西 ドイツ州の一人当たり額の55%(1991年 。その後5%づ つ引き上

げて,1994年 に70%)と なるように調整することである。これは.売 上税の税源である個人消費

が,旧 東 ドイッ州では旧西 ドイッ州に比べて小さいという事実を考慮 したものである・統一条約

における移行措置に関しては.伊 東弘文 「財政 ・租税制度」(大西健夫編 『ドイツの政治1早 稲

田大学出版部,1992年)120-121ペ ージ参照、
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よるさらなる財政需要の発生により,統 一条約バ ッケージの手直 しが行われる。

1992年 および1993年 に基金の積み増 しがおこなわれ,1993年 には売上税の税率

引き上げもおこなわれた。

このような 「ドイッ統一」基金導入による移行過程は,旧 東 ドイッ地域への

財政移転の負担に関して,連 邦が州の負担を軽減することによって,新 財政調

整制度における垂直的調整の強化の基礎を形成することとなった。

2新 財政調整法における水平的財政調整の変容

「ドイッ統一」基金の暫定的な措置を経て,全 ドイッ的な新 しい財政調整制

度が整備されることになった。前節において,旧 束 ドイツ地域の財政制度への

編入過程は,連 邦 と旧西 ドイッ州の負担によって,特 に連邦の負担を強化させ

ることで準備されたことを論 じた,,そ して,新 しい財政調整法 も,同 じ構図の

中で,連 邦の妥協のもとに事態は進行してゆくことになった。

「ドイッ統一・」基金は移行措置のため1995年 に終了し,そ れ以降全 ドイッ的

財政調整が行われることになっていた。そこで1995年 以降の全 ドイッ的財政調

整システムを構築するべ く取 り決められたのが,1993年6月23日 に成立する連

邦整理計画法である141。同法は全 ドイッ的財政調整 システムの構築 とともに統

合事業 と関連 した諸債務の処理方法を確定 したことによって財政運営面で一つ

の意義を持っている。

連邦整理計画法を財政調整の再編成の観点から見ると,次 のように整理され

14)GesetzzurUmsetzungdesF6deralesKonsdidierungspmgram 。B1〃14礁離 ～寵gろ血肱Tei01,1993,

S.944-99Lこ の 法 律 は負 の 遺 産 償 還 基 金 の 導 入、 財 政 調 整 の再 編 成,租 税 特 別措 置 と経 費 の 見

直 しに よ る予 算 緊 縮 化 の 開 始 を大 き な 目 的 と して い る。 この 点 につ い て は,F6deralesK【,nsd重.

dierungsprogramm,1♪1W鼎 玩hぞ 紬8r'`hよNr.45/93.お よ び 山 田 誠 前 掲 書,第1章 参 照 、 負 の

遺 産 償 還基 金 とは.旧 東 ドイ ッ時 代 の負 債 に 関 連 す る もの を 一つ に ま と め,連 帯 税 の 導 入 と連 邦

銀 行 の 出 資 で 償 還 しよ うとす る もの で あ る。 こ う して1991～92年 に一 時 的 に導 人 され てい た 連 邦

税 で あ る連 帯 税 を1995年 よ り所 得税 ・法 人 税 の7.5%の 付 加 税 と して再 導 入 す る こ と に な った.

この 法 律 に よ る1・一 タ ルで の 負 担 の 変 動 は,DIW-Wochellbericht,Nr.45/93に よ る と連 邦 で159

億 マ ル クの 負 担 増,旧 西 ドイ ッ州 で96億 マ ル クの 負担 増 。 旧 東 ドイ ッ州 に と って146憶 マ ル ク の

負担 減 とな っ て い る,
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る。 まず 連 邦 と州 の共 同税 で あ る売 上 税 が 州 に有利 に 見直 され た こ とで あ る。

1986年 ～92年 に は65対35,1993年 ～94年 には63対37で あ った連 邦 対 州 の売 上 税

配分 が,1995年 か ら は56対44で 行 わ れ る よ う にな った。 これ に よ っ て 旧西 ドイ

ツ州 で129億 マ ル ク,旧 東 ドイ ッ州 で37億 マ ル クの 増 収 効 果 を持 つ こ と に な っ

た 。次 に 旧西 ドイ ッ州 は売 上 税 の州 取 得 分 の25%を 弱体 州(旧 東 ドイ ッ州)に

優 先 配分 す る こ とに な った 。 そ の他,連 邦 は 旧 東 ドイ ッ州 の イ ンフ ラ整 備 特 定

財 源 と して66億 マ ル クの公 共 投 資 補 助 金 を交 付 す る こ と とな っ た。 こ う して,

総体 と して は,1995年 か ら旧東 ドイッ地 域 を財 政 調 整 の制 度 に組 み 込 む代 わ り

に売L税 配分 を州 に有 利 に配 分 す る よ う なか た ち で 決 着 した。

現 行 の 制度 に 旧東 ドイ ッ州 を組 み 込 む こ と を意 図す る 連邦 整 理 計 画 法 は,現

行 の 税 収 格差 を前 提 す る な らば,著 し く旧西 ドイ ッ州 に不 利 とな る もので あ っ

た た め,売一 止税 に 関す る配 分 比 率 が 変 更 され る こ とは 法 案 の 合意 形 成 に不 可 欠

で あ った 。 ま た,こ の 法案 に合 意 を得 るた め に,1993年 に は 連帯 協 定 の枠 組 み

の 中 で,様 々 な利 害 調 整 を連 邦,旧 西 ドイ ッ州 さ らに は 財 界 に対 して も行 な う

こ とで 合 意 形 成 が 行 わ れ た15,。こ の連 帯協 定 の 中で,1995年 以 降 の 旧東 ドイ ッ

州 を 制 度 に組 込 む こ とで 生 じる負 担 に対 して,特 別 需 要 連邦 交 付 金 の枠 組 み に

お い て 連 邦 か ら交付 金 が お こ なわ れ る こ と に な った,,

新 しい 財 疎 調整 制 度 の特 徴 は,従 来 の よ う に州 問 の水 平 的 調整 に 関 す る利 害

対 立 を連 邦 の介 入 で 解 決 しよ う と した とい う こ とだ けで は な い。 第2表,第3

表 にみ られ るよ うに,1995年 か ら の新 しい財 政 調 整 制 度 に お い て は,こ の連 邦

に よ る調 整 力 の拡 大 を通 じて,水 平 的財 政 調 整 よ りも垂 直 的財 政調 整 の 方 が,

調 整 力 が 人 き くな る とい う事 態 が 生 じた こ とに あ る1櫛。 水 平 的 財 政 調 整 を主 軸

15)山 田.前 掲書.77-80ペ ージ、、

16)連 邦整理計画法の中で規走されている財政調整法は2()04年までの時限立法である、2001年12月

2〔)L」に成立 した連帯協定促進法(S・liderpakご()rtfIihrungsgesets)の中で新たに規定され,2005

年から運用されることになった財政調整制度は,各 州の税収増大へのインセンティブを高めると

いう視点から。州間調整の簡素化,調 整額負担の上限設定.調 整測定値算勘べ一スの拡大 と前年

比税収増部分の算出ベースからの除外、連邦補充交付金の整理統含を行っている。他ノ∫で,旧 東

ドイッ州への特別連邦補充交付金の支給は,大 幅な増額とともに,20ig年 末まで継続されること

となった,BundesministeriumderFinanzen,Derneuebし1ndesstaathcheFinanzausgleich!
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とした財政調整制度は限界を示しているのである。

こうした連邦 ・州間財政調整の変容の原因を求めるならば,そ れは.ド イッ

統一による東西間の経済格差の発生にある。次章において,東 西間の経済格差

の状況を整理 し,統 一以前において,水 平的財政調整を成立させてきた経済的

条件を助 らかにする。

Ill水 平的財政調整における地域政策の意義

1「 東西格差」の発生

ドイッ統一により生 じた事態は,「東西格差」の発牛であった。統一後の財

政制度は1し晒 ドイッ時代のものが受け継がれることになったが,経 済力格差か

ら生じる税収格差は,水 平的財政調整を中心とした財政調整制度に対 して,そ

の前提条件を失わせることで大 きな困難をもたらすことになった。

まず 「東西格差」の実情について概観する。第5表 は,ド イッ各州の一人当

たりGDPを 比較 したものである。これをみると,統 一後10年 弱の期間が経過

してもなお,東 西間で大 きな経済格差が残存 していることがわかる1",,旧東 ド

イツ地域で最高のブランデンブルク州で も,旧 西 ドイッ地域最高のハンブルク

州 とは約3倍 の格差がついている。旧西 ドイツ地域最低のラインラント・プ

ファルツ州で もハ ンブルク州とは2倍 強の格差であることをふまえれば,ド イ

ッ統一後の東西間の経済格差は統一前のいわゆる 「南北格差」問題と比べて非

常に大 きなものである18)、,

＼ab2005.B～ 〃η1`'85η1'ノi'5f傑ゴε`〃♂487・∫h4η28η 為ゴo服 廊加'・'訪～02.2002.S、99-102.,お よ びGesetz

zurFortfUhrungdesSohdeq:》aktes,zurNeuordlluIlgdピsbundesstaaしlichenFinal田ausgleichsund

zurAbwicklungdesFonds¶elltscheEinheif』($oliderpaktfortfuer吐mgsgesetz),β ～4アκを∫擢蹴2蝕 ～捗

,Teill,Nr,74,27.Dezember2001、S.3955-3963.を 参 照)

17)そ の 他,例 え ば 失 業 率 は 】999年 で 旧東 ドイ ッ州(東 ベ ル リ ンを 含 む)は19.0%(旧 西 ドイ ッ地

域 は9、9%)で あ る(Sm、 而h郷g'伽`h∫ 既2(X》(1/01,S.320)。 ま た 旧 東 ドイ ッ地 域 で は,統 一 直

後 の数 年 問 で1989年 に 比 べ 国 内総 生 産 は約4割.工 業 生 産`よ3分 の2,研 究 能 力 は8割 以 上 失 わ

れ た と い う こ とで あ る 。Vilmar,Fritz(lirsg,).旋h"表 ぬ澤118r8加 忽``πg5ρo!f`漉2κr∫`醜hε βゴ'4徽

～!ノ'`1/1～4η蜜``"色41≠8川α酸 贈,Berlin,trafoverlag,2(〕(X}、S.122.(木 戸 衛 一訳 「岐 路 に 立 つ 統 一 ドイ

ツ』 青 木轡:店 。2001年,150ペ ー ジ)。1

18)「 南 北 格 差 」 問題 に つ い て は,渡 辺 尚 「『東 西 格 差 』 と 『南 北 格差 』 一 一 ドイ ツ的 経 済 空 間/
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第5表1人 当た りGDPの 州別格差(連 邦統計 庁,1998年)

州 名
人口

(万人)
名 目GDP

(億マルク)

1人 当た りGDP

(マル ク)

ハ ンブ ル ク 170.0 1,464.1 86,100

ブ レー メ ン 66.8 420.1 62,900

ヘ ッセ ン 603.5 3,530.9 58,500

冒バ ー デ ン ・ヴ ュ ル テ ンベ ル ク 1,042.6 5,463.0 52,400

バ イエ ル ン 1,208.7 6,430.8 53,200

ノ ル トラ イ ン ・ヴ ェ ス トフ ァ ー レ ン 1,797.6 8,268.8 46,000

ベ ル リ ン 339.9 1,557.7 45,800

(西 ベ ル リン) 212.4 1,160.7 54,600

(東 ベ ル リ ン) 127.5 397.0 31,100

ザ ー ルラ ン ト 107.4 456.8 42,500

シ ュ レス ヴ ィ ヒ ・ホ ル シ ュ タ イ ン 276.6 1,170.7 42,300

二 一 ダー ザ ク セ ン 786.6 3,314.3 42,100

ラ イ ン ラ ン ト ・プ フ ァ ル ツ 402.5 1,609.8 40,000

ブ ラ ンデ ンブ ル ク ☆ 259.0 777.6 30,000

ザ クセ ン☆ 448.9 1,253.3 27,900

チ ュー リ ンゲ ン ☆ 246.3 664.7 27,000

メ ク レ ンブ ル ク ・フ ォア ポ ン メ ル ン ☆ 179.9 484.0 26,900

ザ クセ ン ・ア ンハ ル ト☆ 267.4 714.3 26,300

注a):東 ドイ ッ地 域 は東 ベ ル リン と表 の 下 位5州(☆ 印)。

b)人 口 は98年 現 在,GDP(時 価)は 旧 基 準 。GDPの 原 デ ー タ はArbeitskreiseVolkswirt.

schaftlicheGesamtrechηungenに よる 。

出所:走 尾 正敬 「市 場 経 済 へ 苦 悩 の 軌 跡 」 『海 外 事 情 』 平 成13卑2月 号,103ペ ー ジ。

旧東 ドイッ地域での経済的困難が続いているのは,ド イッ統一時の経済政策

のあ り方に大きな要因を求めることがで きる。その象徴が,1990年10月3日 の

ドイッ統一に先立ち同年7月1日 にむすばれた経済 ・通貨 ・社会同盟であった。

経済的な統一を意図 した経済 ・通貨 ・社会同盟の取った方針が他の中東欧の体

制移行国と異なる点は,他 の体制移行国が徐々に経済を開放するか,あ るいは

体制移行を急いでいれば通貨価値を切 り下げて輸出に利するようにするところ

＼の史 的構造一一 」(田 中豊 治 ・柳 沢治 ・小 林純 ・松野尾裕編 『近代世界 の変容 ヴェーバー ・ド

イッ ・日本』 リブ ロポー ト,1991年)を 参照。
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を,旧 東 ドイッはその正反対を行ったとい う点であった隙。

旧東 ドイッ地域の経済的停滞は,州 財政においては.税 収力の弱さとして現

れる,,連邦平均に対する一人当たり税収の割合が,売 上税配分前の段階におい

て旧東 ドイッ地域全体で1995年 には47.9%で あったが,2000年 には33,3%に 低

下している2【')。`水平的財政調整の段階でこの値を95箔 まで高めなければならな

いことを考えれば,水 平的財政調整で埋めるには旧西 ドイッ州への負担が大 き

くなりすぎる税収格差が生 じたことになる、、

このような東西格差の存在が,州 間の水平的な関係を主要な内容としていた

ドイツの連邦 ・州間財政調整制度に対 して,垂 直的な調整度の強化の必要性を

大きく迫ることになった。このことをとらえ返 してみるならば,旧 西 ドイツ時

代の水平的関係を中心とした財政調整制度は,連 邦を構成する主体において,

ある程度の経済力の均質性を条件としていたということが考えられうる。その

条件が変容することで既存の財政調整制度は大きな制度調整を迫られることに

なったのである、,

2ド イツの地方分散的経済構造と空問整備政策の存在

前節において,西 ドイツ時代の水平的関係を中心とした財政調整制度の前提

条件として,あ る程度の地域問の経済力の均質性 という要素があったのではな

いかということを指摘 した。しか し…方で,そ のような均質的な経済構造を作

り出すべ く政策的な努力がなされていたことも考慮される必要がある。以下,

空間整備政策を取 り上げることで,西 ドイッ時代の地域政策が国土の均衡的発

展について果た した役割について論 じてゆ く。

西 ドイッ地域の経済構造は,「多数核分散型空間」21)といわれるように,地 方

19)Vilmar,Friしz(Hrsg.),a.a.0.,S.202.(邦 訳,226ペ ー ジ)参 照 、,そ の 他,田 中 素 香 ・艮 部 重

康 ・久保 広 正 ・岩円 健 治 『現 代 ヨー ロ ッパ経1剤 有 斐 閣,2001年,268-270ペ ー ジ参 照.

20)ベ ル リ ン を 除 く.IBundesministerklmderFinanze【1.』B～"～ 払 む'アκ!εr且,,こ♂ノ'幼傑 融ノ～～〃屑創`曜 ブ`1ε〆

Gπ 〃κ!!α8召`をプg81'6π`をη∫ヤη4η2τ昭ヴaぶ耀 π紗oハ`!π～`η8、4。auna琶e,Ok吐ober2002,,S39a,

21)祖 田修 『都 市 と農 村 の 結 合』 大 明 堂,1997年,109-mペ ー ジ参 照 。
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分散的な経済構造になっている。この経済構造を支えてきたのは,1963年 に第

一回 『空間整備 白書』 が発表 され
,1965年 に空間整備法(Raumordllullgs-

gesetz)が 公布されたことに始まる空間整備政策にあるといわれている221。

空間整備政策の政策口標は,端 的に言えば,西 ドイツ国民が国内のどこに住

んでも,均 衡の取れた同価値の(同 一の,で はない)生 活環境を保障すること

にある。 ドイッでは地域政策は州の管轄になるが,各 州の地域政策に多大な影

響を及ぼしたのは,ク リスタラーによって発展させ られた中心地構想であり.

これが空間整備政策の代名詞と.なってい く,,

こうした空問整備政策が提起された背景 には,1966年 後半か ら67年にかけて

の経済不況と,EC共 同市場統合の進展があった231。お りしも1968年 から杜会

民主党が政権に参加することにな り.こ れらの状況に対応すべ く高度成長促進

政策からの転換が求められていた。同政権の課題意識には,生 産性の低い部門

を整埋 し,生 産性の高い成長部門へ資本 と労働を集中すべ く,徹 底 した産業構

造の転換を追求するということがあった。西 ドイツの場合,こ れらの業種がそ

れぞれの地域に特化している.こ のため,産 業構造に関する政策は,同 時に地

域政策でもあった。

こうして登場 してきた空間整備政策は,放 置できない政策目標 として大密集

圏域 と一般的発展か ら取 り残されている停滞地域を重視 し,と りわけ後者を取

り上げる。特に農村地域の中心地への工業立地が主要な政策関心 となっていた。

空間整備政策による諸政策を通 じて,1970年 代には』境界 ・停滞地域の立地

雇用割合が常に5割 を超えている状態になった。企業が活発に立地 した1960年

代には.境 界 ・停滞地域の立地雇用は年間1万 人ほど(全 国比2～3割)し か

なかったのであるから,相 対的地位で見る限り立地状況は改善されたというこ

とである劉。

22)空 間整 備政策の概 要につ いて,祖 田,同 上書,お よびLII田誠 『現代西 ドイッの地域政 策研究』

法律文化 杜、1989年 を参照。

23)山 田.同1一 書.12ペ ー ジ。

24)山 田,同 上書,35-37ぺ 一 ジ。
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また.1970年 代からは,都 市部においては第三次産業の雇用が増大するよう

になった。国際競争力のある企業が,熟 練労働力を求めて人口密集圏,な かで

も上位巾心地に相当する中核都市に就業機会を集中させるようになるにつれて,

中心地計画による各階層の中心地間の幹線道路整備が進められた。これは産業

基盤の整備であると同時に,通 勤圏の拡大 も意味 してお り,農 村 ・停滞地域に

居住 していても就業機会が拡大することを意味 していだ'1。

こうして,ド イッにおいては,空 間整備政策の成果については,① 中心地

(地方巾小都市)を 分散配置し充実して都市 と農村を結合 し,② 農業構造改善

対策 と地域経済構造改善対策 とを有機的に結びつけ,③ かつ農村における兼

業農家存続の口∫能1生を高めて,都 市 と農村を連続的に結含す る,と 肯定的に受

け止められてきていたということである加。そ して,時 代に合わせた政策再編

の議論が行われつつ制度的には現代に至っている。

ドイツ統一によって,平 均的に高い所得水準を達成 してきた西 ドイッに,生

産力水準では到底及ばない束 ドイッが編入されることになったにもかかわらず,

「生活関係の統一性」の理念によ り東 ドイッ地域で も西 ドイッ水準での公共

サービスの提供が求められ るようになった、,このことは必然的に連邦 ・旧西 ド

イッ地域から旧東 ドイッ地域への大量の財政移転をともなう事態を引 き起こし

たのであった。権限と財源が対応するような形で分権的な ドイッ連邦制を維持

するためには,財 政調整制度の修正 ということだけでなく,集 権的な性格を強

めざるを得ないような事態になっている東西経済格差をどうするのか,と いう

地域政策的課題が生じている。そして,西 ドイッ時代か らの空問整備政策の経

験に照らして,東 西間の地域経済格差をいかに発展的に解決することがで きる

のか,と いうことが求められるようになっている。

25)lIi田,同 上 書,42-44ペ ー ジ。

26)祖 上日.前 掲 書,109ペ ー ジ。
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お わ り に

ドイッ連邦制は,第2次 大戦後の連合軍による占領や歴史的な経験から,州

が一つの国家のように機能 し.か つ連邦による国家の統一・性の体裁が整えられ

てい くにしたがって,分 権的かつ協調的な制度であるというように肯定的にイ

メージされてきた。 しか し.ド イッ統一後の政府間財政関係は,旧 西 ドイッ地

域 との経済格差によって生じる旧束 ドイツ地域への財政需要の負担をめぐる抗

争を通 じて,そ れまでも傾向としては見せていた垂直的要素の強化を決定的な

ものとした。水平的 ・協調的な連邦国家 ドイッは ドイッ統一に伴 って重大 な転

機を迎えているといえる。

したがって,政 府間財政関係を考える上では,単 に制度を見るだけでなく,

その調整の前提 となる担税力,経 済力の変化を生み出す動態との関わ りも考え

る必要がある。「連邦国家」としての旧西 ドイツの経験は,連 邦を構成する主

体 において.あ る程度の経済力の均質性を条件としていたことが考えられる、,

分権的 ・協調的な方向性で財政調整法の改定を進めてゆくためには,財 政制度

の規範を追い求めるだけではなく,旧 東 ドイッ地域発展のための適切な経済政

策が求められている。

本稿では対象を水平的財政調整のみに絞って論 じたが,垂 直的調整の展開に

ついても整理する必要がある。特に ドイツ統一以後の水平的財政調整の限界を

反映 した垂直的調整の拡大傾向について評価する必要があるが。それは次稿の

課題 としたい、.,


